
避難所に行くことだけが避難では
ありません。
「避難」とは「難」を「避」けること。
下の4つの行動があります。

ハザードマップなどで、
土砂災害警戒区域や浸水の
恐れのある場所に該当して
いるかを確認する
ことが必要です。

　　　※新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者の避難について
　
　　新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者が町指定の避難所に避難
　　する場合は、事前にご連絡をお願いいたします。

　　連絡先　桂川町役場　総務課庶務係　☎　0948-65-1100

普段から災害時に避難
することを相談して
おきましょう。

自ら携行するもの
・マスク
・消毒液
・体温計
・スリッパ　等

通常の宿泊料が必要
です。事前に予約・
確認しましょう。
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